
飯塚市汚水処理施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布す

る。 

令和8年3月30日 

飯塚市長  武 井 政 一   

 

飯塚市規則第7号  



飯塚市汚水処理施設条例施行規則の一部を改正する規則 

飯塚市汚水処理施設条例施行規則(平成18年飯塚市規則第138号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

飯塚市頴田中央東団地汚水処理施設条例施行規則 飯塚市汚水処理施設条例施行規則 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この規則は、飯塚市頴田中央東団地汚水処理施設条例(平成

18年飯塚市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1条 この規則は、飯塚市汚水処理施設条例(平成18年飯塚市条例

第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第7号(第10条関係) 

 

 

様式第7号(第10条関係) 

 

 



様式第8号(第10条関係) 

 

 

様式第8号(第10条関係) 

 

 



様式第9号(第12条関係) 

 

様式第9号(第12条関係) 

 

   附 則 

 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 


